
【申請先】 ※裏面をご覧ください。

岡山市農業協同組合各営農センター・営農部指導課
晴れの国岡山農業協同組合赤磐アグリセンター・同瀬戸支店

【申請期間】令和８年７月１日(水)～令和８年９月30日(水)(消印有効）

郵送でご提出ください。（郵送料は申請者負担、「施設園芸燃油費高騰対策支援金」と朱書き）

(1) 支援金申請書

(2) 添付書類
①本人確認ができる書類（運転免許証の写し等、法人の場合は、定款や規約、法人登記等の写し）

②加温施設の写真（ハウス全景、ヒーター等の加温装置）

③対象期間に購入した重油量がわかるもの（購入伝票の写し等）

④加温施設で生産した農産物を出荷又は販売したことがわかるもの(出荷伝票の写し等）

(3) 振込先口座通帳の写し ※申請者名義の口座であること

・通帳の口座名義人・支店名・口座番号が確認できるページ

岡山市からのお知らせ

岡山市施設園芸燃油費高騰対策支援金
経営費に占める燃料費の割合が高く、燃油価格高騰の影響をより大

きく受ける施設園芸農業者の事業継続を支援するため、燃油費高騰分
に対する支援金を支給します。

以下の(1)～(3)のいずれにも該当する営農者
(1) 岡山市内に住所又は主たる事業所を有し農業収入がある個人及び法人
(2) 加温を要する施設園芸を営んでいる者
(3) 今後も営農を継続する意思がある者

【支給対象者】

(1) 支給対象経費
令和７年１０月から翌年６月までにハウス加温のため

購入した重油量×１５円/ℓ（千円未満切捨て）
(2) 支給限度額

２０万円（上限）

【支 給 額】

申請手続き等の詳細は市ホームページをご確認ください。

【申請手続き】

岡山市HP

※この支援金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
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申請・問合せ先（問合せ時間：平日午前９時から午後５時）

担当地域 申請・問合せ先 住 所 連絡先

芳田、今、白石、大野、
牧石、旭東、幡多、
財田(古都除く）、富山、
操南、甲浦、津島、
高島、福浜支所管内

JA岡山沖田営農センター 〒702-8002 岡山市中区桑野291-6 0120-696-737

西大寺、可知、豊、
財田(古都)、山南、
上南、上道支所管内

JA岡山西大寺営農センター 〒704-8191 岡山市東区西大寺中野377-1 0120-127-191

長沼地区 JA岡山瀬戸内営農センター 〒701-4223 瀬戸内市邑久町豊原101-1 0120-530-191

吉備、福田、興除、
藤田支所管内

JA岡山藤田営農センター 〒701-0221 岡山市南区藤田441 0120-160-191

灘崎、備南支所管内 JA岡山備南営農センター 〒709-1201 岡山市南区北七区61-1 0120-215-191

一宮、津高、足守、
高松支所管内

JA岡山高松営農センター 〒701-1335 岡山市北区高松210-3 0120-570-191

御津、福渡支所管内 JA岡山建部営農センター 〒709-3143 岡山市北区建部町宮地86 0120-898-535

ー JA岡山本所営農部指導課 〒700-8535 岡山市北区大供表町1-1 086-225-3224

瀬戸地区
JA晴れの国岡山
赤磐アグリセンター

〒709-0831 赤磐市五日市55 086-955-2077

瀬戸地区（申請のみ） JA晴れの国岡山瀬戸支店 〒709-0876 岡山市東区瀬戸町光明谷195 086-952-0511

事業の詳細について 岡山市農林水産課 〒700-8544 岡山市北区大供1-1-1 086-803-1344

Ｑ1. 岡山市外に居住していますが、岡山市内で農業を営んでいます。申請できますか。

Ａ1. 申請できません。岡山市に住所を有している人又は主たる事業所が市内にある法人が対象です。

Ｑ2. いつの時点で岡山市に住所があれば対象となりますか。

Ａ2. 令和８年１月１日時点で、岡山市に住民票の住所（法人の場合は主たる事務所の住所）がある方が対象です。

Ｑ3. 加温を要する施設以外で重油を使用していますが、支援金の対象となりますか。

Ａ3. 対象になりません。この度の支援金は、加温を要する施設で農作物を生産するために購入した重油を対象とし

ています。購入日が、令和７年10月から令和８年６月のものが対象です。

Ｑ4. ビニールハウスで野菜を生産していますが、出荷・販売はしていません。支援金の対象となりますか。

Ａ4. 対象になりません。この度の対象者は、農業収入のある個人又は法人を対象としていますので、出荷又は販売

をしていることが要件となっています。

Ｑ5. 添付書類にある重油の購入伝票は、レシートでも申請できますか。

Ａ5. 申請できます。ただし、購入者（＝申請者）や購入日、購入した重油量が記載されていることが必要です。


